
英国出張報告 

（個人情報保護制度に関する海外調査） 

 

平成 27 年６月 26 日 

特定個人情報保護委員会 

 

平成 27年６月８日（月）から 12日（金）まで、英国において嶋田委員及び事

務局職員が個人情報保護制度に関する調査を行った。 

訪問先においては、我が国におけるマイナンバー制度の概要等を紹介し、先方

からデータ保護に関する現状や実態の説明を受け、その後、意見交換を行った。 

 

（１）情報コミッショナー（ICO：The Information Commissioner’s Office） 

  先方：スミス副コミッショナーほか 

用務：昨今の個人情報保護に係る動向、組織における人材確保・教育について 

 

（２）ロンドン大学 LSE (London School of Economics and Political Science, 

University of London) 

 先方：ワイトリー博士 

用務：「ＩＤプロジェクト」について 

 

（３）野村グループロンドン拠点 (Nomura International plc) 

用務：英国の金融機関における個人情報の取扱いについて 

 

（４）ガバメントデジタルサービス (Government Digital Service) 

先方：スティーブンズ氏ほか 

用務：政府におけるデジタルサービスについて 
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